
 

大阪市天王寺区学校選択制に関する事務取扱要綱 

 

制   定 平成 26年８月14日 

直近改正 令和７年４月１日 

(目的) 

第１条 この要綱は、大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関する規則（大

阪市教育委員会規則第40号。以下「規則」という。）第４条に定める学校選択制の実施について、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 天王寺区内（以下「区内」という。）の小学校又は中学校に入学又は転入する者で、学校

選択制希望調査票（以下「希望調査票」という。）の提出時又は転入時において、区内に居住し、

かつ、原則として住民登録がある者を対象にする。 

(選択の範囲) 

第３条 選択については、別表第１のとおり、小学校は通学区域とその隣接する区内の小学校か

ら、中学校は区内の３つの中学校から選択できる。 

ただし、真田山小学校及び五条小学校については、在校生の教育環境を保障するため、学校実態に

応じた学級数に達するまでは、選択制を抑制する。 

（選択の機会） 

第４条 選択の機会は、小・中学校に入学する際又は転入時の各１回のみとする。 

(選択の手続) 

第５条 保護者が学校選択する場合は、天王寺区長（以下「区長」という。）が定めた提出期限ま

でに、希望調査票を区長へ提出するものとする。 

２ 学校選択については、第２希望校までとする。 

３ 区長は、学校選択希望の変更期間を設け、１回に限り希望校の変更を許可する。 

(受入可能人数) 

第６条 区長は、各学校長、大阪市教育委員会と協議を行い、児童生徒の受入可能人数を決定し、

公表する。 

(学校の指定) 

第７条 区長は、通学区域校を選択した保護者には、当該学校を就学すべき学校（以下「就学校」

という。）として指定し、通学区域校以外の学校を選択した保護者には、当該学校の受入可能人数

を超える場合を除き、当該学校を就学校として指定する。 

２ 区長は、受入可能人数を超えた学校について、通学区域校以外の学校を選択した保護者を対象

に、抽選を行い、就学校の指定を行う。 

３ 区長は、抽選により当選した保護者について、当該選択した学校を就学校として指定し、抽選

により当選しなかった保護者について、通学区域校を就学校として指定する。 

(転入学に係る学校の指定) 

第８条 区長は、天王寺区以外の区から区内に転入する者の保護者及び大阪市外から区内に転入す

る者の保護者が、その時点において、通学区域校を選択した場合には、当該学校を就学校として指

定し、通学区域校以外を選択した場合には、当該学校の受入可能人数を超える場合を除き、当該学

校を就学校として指定する。 

２ 区長は、希望調査票を提出した後に天王寺区外に転出し、再度天王寺区に転入された場合は、

住所地の通学区域校を就学校として指定する。 

３ 区長は、通学区域校以外の学校を就学校に指定した入学希望者が、小学校入学前に、選択した

通学区域校以外の学校の隣接校区外へ転居した場合は、選択の希望、当選、補欠登録を無効とし、

住所地の通学区域校を就学校として指定する。 



（抽選） 

第９条 区長は、通学区域校以外の学校を選択した入学希望者が受入可能人数を上回る場合は、公

開抽選を実施する。 

２ 公開抽選について、区長は教育文化担当課長を運営責任者として任命し、実施する。 

３ 抽選番号については、区長が希望調査票の提出を受けた順に付番する。 

４ 抽選について、運営責任者は抽選になった人数と同数の抽選玉を準備し、受付した順番に抽選

玉を引き、数字の小さい方から当選させ、当落を確定させる。なお、落選者について運営責任者

は、抽選玉の数字の小さい方から補欠順位上位として、補欠番号を確定する。 

（抽選の優先） 

第10条 区長は、前条に規定する抽選を実施する場合、次の各号に該当する者（以下「該当者」

という。）を優先する。 

（１）自宅から通学区域校まで徒歩で安全に通学できる経路の最短距離が 500ｍ以上あって、通

学区域校より近くで、安全に通学できる学校がある場合。 

該当校が複数ある場合は、別表第２に定める自宅からの通学距離がより短い学校を選択し

た場合に限る。 

なお、区長は別表第２に定める内容について保護者より疑義の申出を受けた場合は、距離

の精査を行ったうえで、自宅からの通学距離がより短い学校について個々に判断する。 

（２）通学区域外の学校に在学しているきょうだいと同じ学校を希望した場合。(規則第13条各

号の規定により指定校変更を受けた者を除く。) 

（３）通学区域外の小学校に在学し、その小学校の進学校である中学校を希望した場合。（規則

第13条各号の規定により指定校変更を受けた者を除く。） 

２ 前項各号の該当者については、次の各号の規定により優先して取扱うものとする。 

（１）前項各号の該当者が受入可能人数以下の場合は、抽選することなく選択した通学区域校以

外の学校を就学校として指定する。 

（２）前項各号の該当者が受入可能人数を上回る場合は、該当者で公開抽選のうえ当落を確定

し、落選者について、補欠番号の順位を確定させる。なお、この場合において該当者以外

に希望者がいる場合は、該当者以外の希望者で公開抽選を行い、上記で確定した補欠番号

の次の番号から、補欠番号を確定させる。 

（３）前項第１号に該当する学校については、別表第２のとおりとする。 

（補欠登録） 

第11条 区長は、公開抽選に当選しなかった入学希望者について、第９条第４項で確定した順位

をもとに補欠登録を行い、保護者へ補欠番号通知書を通知する。 

２ 保護者は、補欠登録を辞退する場合は、補欠登録辞退届を区長に提出する。 

(学校情報の提供等) 

第12条 区長は、保護者が学校選択の資料とするための学校案内を作成し、保護者の供覧に付す

ものとする。 

２ 区長は、通学時の安全確保は保護者の責任であり、学校の選択を希望する場合は、通学距離等

通学の負担や安全を十分に考慮すべきことを保護者に周知するものとする。 

(その他) 

第13条 その他規則並びに上記において定めのない事項については、区長が個々に決定する。 

附則  

(施行及び適用の時期)  

この要綱は、平成26年８月 14日から施行し、平成 27年４月１日以降に入学される児童生徒の就

学より適用する。 

附則 

この要綱は、平成26年９月１日から施行する。 



附則 

この要綱は、平成28年 10月31日から施行する 

附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

第３条ただし書きの抑制期間は、令和８年４月１日より５年とする。ただし、通常学級数が 真田

山小学校は25 学級、五条小学校は 22学級となる場合または隣接校で通常学級数が不足し収容対

策が困難となった場合は、当該期間に関わらず見直しを行うこととする。 

 

別表第１ 

 

選択可能校一覧 

     

小学校   隣接区域選択制 

（通学区域とその隣接する区内の小学校から選択できます） 

通学区域の学校 選択できる学校名 

真田山小学校 味原小学校  五条小学校 生魂小学校  

味 原 小 学 校 真田山小学校 桃陽小学校 五条小学校  

桃 陽 小 学 校 味原小学校  五条小学校 

五 条 小 学 校 
真田山小学校 味原小学校 桃陽小学校  

聖和小学校  大江小学校 生魂小学校 

聖 和 小 学 校 五条小学校  大江小学校 天王寺小学校  

大 江 小 学 校 
五条小学校  聖和小学校 生魂小学校 

天王寺小学校 

生 魂 小 学 校 真田山小学校 五条小学校 大江小学校  

天王寺小学校 聖和小学校  大江小学校  

 

 

中学校   自 由 選 択 制 

（区内の３つの中学校から選択できます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天王寺中学校  

自由選択 

 

夕陽丘中学校 

高 津 中 学 校 



別表第２ 

 小学校 

町名 街区 通学区域校 要綱第10条第１項第１号に該当する学校 

生玉寺町 全域 大江小学校 生魂小学校 

生玉前町 5番15～18号 大江小学校 生魂小学校 

石ケ辻町 4番、7～19番 五条小学校 生魂小学校 

石ケ辻町 1～3番、5、6番 五条小学校 味原小学校 

上汐５丁目 2番3～14号、3～6番 大江小学校 五条小学校、生魂小学校 

上汐５丁目 7番8～26号 大江小学校 生魂小学校 

上汐６丁目 1番 大江小学校 五条小学校 

上之宮町 1～5番、9～11番 五条小学校 生魂小学校 

上本町４丁目 2番 真田山小学校 味原小学校 

上本町５丁目 1～5番 真田山小学校 味原小学校 

上本町５丁目 6、7番 真田山小学校 味原小学校、生魂小学校 

上本町６丁目 1、5、6、9番 五条小学校 生魂小学校 

上本町６丁目 2番 真田山小学校 味原小学校、生魂小学校 

上本町７丁目 1、4番 五条小学校 生魂小学校 

上本町８丁目 
3番1～11号・18～22号・38

～40号、6～8番 
大江小学校 五条小学校、生魂小学校 

上本町９丁目 2、3、6番 大江小学校 五条小学校 

餌差町 10番、15番、16番 真田山小学校 味原小学校 

逢阪１丁目 3番 大江小学校 天王寺小学校 

勝山１丁目 11番24～41号 大江小学校 五条小学校 

勝山１丁目 
1～9番、11番１～23号・ 

42～49号 
五条小学校 聖和小学校 

勝山２丁目 20、21番 聖和小学校 天王寺小学校 

勝山４丁目 1、2番 聖和小学校 桃陽小学校 

烏ケ辻１丁目 全域 五条小学校 桃陽小学校 

烏ケ辻２丁目 7番、9番8～53号 聖和小学校 五条小学校 

烏ケ辻２丁目 1、2、6番 五条小学校 桃陽小学校 

北河堀町 1～3番 天王寺小学校 聖和小学校 

北山町 1番、3～6番 五条小学校 桃陽小学校 

北山町 2番 五条小学校 生魂小学校 

下寺町１丁目 3番 大江小学校 生魂小学校 

城南寺町 5～9番 真田山小学校 味原小学校 

大道2丁目 10～13番 聖和小学校 天王寺小学校 

大道３丁目 全域 天王寺小学校 聖和小学校 

大道４丁目 全域 天王寺小学校 聖和小学校 

大道５丁目 全域 天王寺小学校 聖和小学校 

堂ケ芝２丁目 14～18番 桃陽小学校 五条小学校 

東高津町 

1～9番、10番 4～7号・ 

13～25 号、11 番 2～21 号、

12番 

真田山小学校 味原小学校 

筆ケ崎町 全域 桃陽小学校 味原小学校 



舟橋町 1～2番 味原小学校 真田山小学校 

松ケ鼻町 1～10番 五条小学校 桃陽小学校 

南河堀町 1～9番 天王寺小学校 聖和小学校 

六万体町 1、2番 大江小学校 生魂小学校 

 

中学校 

町名 街区 通学区域校 要綱第10条第１項第１号に該当する学校 

生玉寺町 全域 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

生玉前町 5番15～18号 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

上汐５丁目 
2番3～14号、3～6番、 

7番8～26号 
天王寺中学校 夕陽丘中学校 

上汐６丁目 全域 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

上本町８丁目 

3番１～11号・ 

18～22号・38～40号、 

6～8番 

天王寺中学校 夕陽丘中学校 

上本町９丁目 2、3、6番 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

小橋町 14番 高津中学校 夕陽丘中学校 

勝山１丁目 11番24～41号 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

勝山１丁目 
6、7番、11番１～23号・ 

42～49号 
夕陽丘中学校 天王寺中学校 

勝山２丁目 1、2、8、9番 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

勝山３丁目 1～8番 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

勝山４丁目 全域 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

烏ケ辻２丁目 
7、8、9番8～53号、 

12番 
天王寺中学校 夕陽丘中学校 

下寺町１丁目 3番 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

下寺町２丁目 1～4番 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

四天王寺１丁目 １～12番 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

四天王寺２丁目 
1番16～35号、 

2～5番 
天王寺中学校 夕陽丘中学校 

筆ケ崎町 3～5番 夕陽丘中学校 高津中学校 

夕陽丘町 全域 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

伶人町 1番 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

六万体町 全域 天王寺中学校 夕陽丘中学校 

 

 


